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１ はじめに 

（１）経営戦略策定の趣旨 

下水道事業の「経営戦略」は、公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長

期的な経営の基本計画であり、この計画に基づき計画的かつ合理的な経営を行うことにより、経営基盤

の強化と財政マネジメントの向上を図ることを目的としています。 

総務省は、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成 26 年８月 29 日）、「経営

戦略の策定推進について」（平成 28 年１月 26 日）等の通知によって「経営戦略策定ガイドライン」

を示しており、各地方公共団体に対して令和２年度までに経営戦略の策定、令和 5 年度までに経営

戦略の見直しが要請されています。 

牛久市（以下「本市」という。）におきましては、令和２年度より地方公営企業法適用会計に移行

し、財務状況の明確化を進め、明確化された財務状況を基に経営戦略を改定し、中長期的な視点に

基づく計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上などに取り組んでいるところです。 

 

（２）位置づけと計画期間 

下水道事業経営戦略は、本市の上位計画である「牛久市第 4 次総合計画」（以下、「総合計画」

という。）や「牛久市公共施設等総合管理計画」を基に下水道事業の経営計画を示すものです。 

また本経営戦略は、「牛久市公共下水道事業計画」及び「ストックマネジメント計画」と整合を図りつ

つ、中長期的な視点から計画期間は、令和５（2023）年度 ～ 令和 1４（2032）年度の 10 

年間とします。 

 

図 1-1 下水道事業経営戦略の位置づけ 

 

牛久市

総合計画

牛久市公共施設等

総合管理計画

下水道事業経営戦略

牛久市公共下水道事業計画　ストックマネジメント計画
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２ 下水道事業の現状と課題 

（１）事業の概要 

本市の下水道事業は、昭和 51 年度に建設事業を開始し、一部区域の供用を開始し、現在は

「牛久市公共下水道事業計画」、「ストックマネジメント計画」に基づき整備を進めています。 

令和 4 年３月末時点の状況は、全体計画面積に対する処理区域面積の割合である整備率は

49.89%、処理区域内人口のうち、実際に公共下水道へ接続して汚水処理している人口の割合であ

る水洗化率は 98.05%となっています。 

また、汚水処理につきましては、近隣自治体であるつくば市、龍ケ崎市、稲敷市、利根町、河内町と

本市を含む 6 市町により『霞ヶ浦常南流域下水道』を構成し、茨城県流域下水道事務所・利根浄化

センターに接続しています。 

                     表 2-1 事業の現況     （令和 4 年 3 月末時点） 

供 用 開 始 年 月 日 昭和 51 年 2 月 9 日 

法適（全部・財務）・非適の区分 法適（財務） 

行 政 区 域 内 人 口 84,478 人 

現 在 処 理 区 域 内 人 口 74,494 人 

水 洗 化 人 口 73,039 人 

全 体 計 画 面 積 2,281ha 

現 在 処 理 区 域 面 積 1,138ha 

処 理 区 域 内 人 口 密 度 

（現在処理区域内人口／現在処理区域面積） 
65.46 人／ha 

普 及 率 

（ 現 在 処 理 区 域 内 人 口 ／ 行 政 区 域 内 人 口 ） 
88.18% 

水 洗 化 率 

（ 水 洗 化 人 口 ／ 現 在 処 理 区 域 内 人 口 ） 
98.05% 

流 域 下 水 道 等 へ の 接 続 の 有 無 霞ヶ浦常南流域関連公共下水道へ接続 

処 理 区 数 １処理区 

処 理 場 数 流域関連公共下水道事業のため該当なし 

広域化・共同化・最適化実施状況 
・事業当初より広域化を実施 

・料金徴収業務において共同化を実施 
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（２）使用料 

本市における公共下水道の使用料体系は、前回改定の平成 9 年度以降、以下（表 2-2）に示す

とおりです。基本料金と超過料金で構成されています。 

基本料金については、使用量が 10 ㎥までは一定金額とし、10 ㎥を超える超過料金については、使

用量が多くなるほど１㎥当たりの料金が高くなる累進使用料方式を採用しています。この方式は小口使

用への配慮を目的としており、多くの公共下水道事業が採用しています。 
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                      表 2-2 現行の使用料金表             （消費税抜） 

使用料体系 1 ㎥あたり使用料 

基本料金 １㎥を超え  10 ㎥まで 1,000 円 

超過料金 

10 ㎥を超え  30 ㎥まで   100 円 

30 ㎥を超え  50 ㎥まで   120 円 

50 ㎥を超え 100 ㎥まで   140 円 

100 ㎥を超えるもの   160 円 

井戸水利用状況 使用量 

井戸水（メーター有） 井戸水メーター量 

水道＋井戸水（メーター有） 水道使用量＋井戸水メーター量 

井戸水（メーター無）水洗トイレ有 
世帯一人当たり 6 ㎥ 
（6 ㎥×世帯人数） 

井戸水（メーター無）水洗トイレ無 
世帯一人当たり５㎥ 
（５㎥×世帯人数） 

水道+井戸水（メーター無） 
水道使用量＋世帯一人当たり３㎥ 
（水道使用量＋3 ㎥×世帯人数） 

 

「条例上の使用料」と「実質的な使用料」を比較するため、20 ㎥あたりのそれぞれの使用料を以下に

示します。条例上の使用料とは、実際に 20 ㎥使用した際に賦課する金額であり、実質的な使用料と

は、１年間の使用料収入の総額を年間有収水量の総量で除し、20 ㎥を乗じて算定した金額です。 

 

        表 2-3 条例上の使用料及び実質的な使用料   （消費税抜） 

年度 
20 ㎥あたりの使用料 

条例上 実質的 

令和元年度 2,000 円 2,286 円 

令和 2 年度 2,000 円 2,237 円 

令和 3 年度 2,000 円 2,248 円 
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本市及び近隣市町における 1 ヶ月に 20 ㎥使用した場合の使用料は、次に示す通りです。近隣市

町の平均は約 2,500 円であり、本市の使用料は平均の約 8 割と比較的安価と言えます。 

 

表 2-4 条例上の使用料による近隣市町との比較 

 

（３）組織 

本市の下水道事業は、建設部下水道課が運営しています。下水道課の令和４年度の職員数は

10 名で、課長１名、課長補佐１名、業務管理職員として主任１名、主事３名、主事補１名、工務

担当職員として主査３名にて組織しています。 

 

図 2-5 組織体制 

 

 

 

 

主任　　１名

主事　　３名

主事補 １名

課長 課長補佐 業務管理グループ

工務グループ 主査　　３名
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（４）民間活力の活用等 

民間活用等による経営健全化の一環として考えられる項目及び本市の取り組み状況は以下のとおり

です。 

 

表 2-6 民間活力の状況 

項    目 実施内容 

ア．民間委託 ポンプ場維持管理業務などを民間委託し、民間事業者の創意工夫

やノウハウを活用し、効率的・効果的に維持管理を実施しています。 

イ．指定管理者制度 未実施 

ウ．PPP/PFI 検討の結果、現時点では PPP/PFI の導入予定はなし。 

 

 

表 2-7 資産活用の状況 

項    目 実施内容 

ア．エネルギー利用 

（下水熱・下水汚泥・発電等） 

処理設備を有していないため該当なし 

イ．土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の活用等） 

未実施 

 

  



7 

 

（５）経営比較分析表を活用した現状分析 

① 経営比較分析表について 

当該分析は、公営企業における経営及び施設の状況を表す経営指標をとりまとめたものであり、当該

事業体の経年比較や複数の指標を組み合わせた分析を行うことにより、経営の現状及び課題を的確か

つ簡明に把握することが可能となります。 

また、類似団体と比較することによって、現在の経営水準が把握できるとともに、自らの財政状況等に

関する説明資料としても活用することができます。  

 

 

総務省が公表する経営比較分析表の各経営指標について、本事業体における平成 29 年度から令

和 3 年度までの決算状況から各指標を整理しました。なお、令和元年度までは法非適用であり、令和

２年度からは法適用であることから、算定式が異なるなどの相違があります。 

また、類似団体の平均値との比較により、本事業体の評価・分析を行っています。  

【経営の健全性・効率性】 

① 経常収支比率／収益的収支比率（％） 

② 累積欠損金比率（％） 

③ 流動比率（％） 

④ 企業債残高対事業規模比率（％） 

⑤ 経費回収率（％） 

⑥ 汚水処理原価（円） 

⑦ 水洗化率（％） 

経営指標 
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表 2-8 【経営の健全性・効率性】 収益的収支比率／経常収支比率 

①収益的収支比率（％） 

経常収支比率（％） 

 （望ましい向き「↑」） 

・収益的収支比率：法非適用(~R1) 

・経常収支比率：法適用 (R2~) 

収益的収支比率 ＝ 
 総収益 

 総費用＋地方債償還金 
 ×100 

経常収支比率 ＝ 
 経常収益 

 経常費用 
 ×100 

【指標の定義】 

・使用料収入や一般会計からの繰入金などの収益により、維持管理費や支払

利息などの費用がどの程度賄えているかを表します。なお、法非適用（～

R1）と法適用（R2～）では算定式が異なります。 

【分析の考え方】 ・100%以上（＝黒字）が必要です。 

 

令和 2 年度以降においては収支

比率が 100％を超えましたが、前年

度までと同様に使用料収入の不足

額を一般会計からの繰入金で賄って

いる状態のため、依然改善の余地が

あります。 

 

表 2-9 【経営の健全性・効率性】 累積欠損金比率 

②累積欠損金比率（％） 

 （望ましい向き「↓」） 
＝ 

 当年度未処理欠損金 

 営業収益ー受託工事収益 
 ×100 

【指標の定義】 

・営業活動により発生した損失で、利益により補填することができず、複数年度

にわたって累積した損失の状況を示します。なお、法適用（R2）以降に算定

される指標です。 

【分析の考え方】 ・ 0％（＝累積欠損金なし）であることが求められます。 

 

累積欠損金が発生しておりません

ので比率は０％となりました。 
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表 2-10 【経営の健全性・効率性】 流動比率 

③流動比率（％） 

 （望ましい向き「↑」） 
＝

 流動資産 

 流動負債 
 ×100 

【指標の定義】 
・１年以内に支払うべき債務に対して、支払うことができる現金等の保有状況を

示します。なお、法適用（R2）以降に算定される指標です。 

【分析の考え方】 ・100％以上であることが必要です。 

 

下水道事業は企業債の償還が

多額なため 100%を下回るのが

一般的でありますが、本市も低

水準であり、さらに類似団体平

均を下回っています。今後は短

期的な支払い能力を高めるた

め、流動比率（内部留保）を

向上させる必要があります。 

 

表 2-11 【経営の健全性・効率性】 企業債残高対事業規模比率 

④企業債残高対事業 

規模比率（％） 
＝

 企業債現在高合計（地方債現在高合計）−一般会計負担額 

 営業収益ー受託工事収益−雨水処理負担金
 ×100  

【指標の定義】 
・使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指

標です。 

【分析の考え方】 
・明確な数値基準はありませんが、経年比較や類似団体比較等により、適切な

数値となっているか対外的に説明することが求められます。 

 

類似団体平均より低い水準

にあります。平成初期の大規

模整備の財源となった企業債

の償還が終了しつつあり、企業

債残高の縮減を図ってきたこと

によります。 
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表 2-12 【経営の健全性・効率性】 経費回収率 

⑤経費回収率（％） 

 （望ましい向き「↑」） 
＝

 下水道使用料 

 汚水処理費（公費負担分を除く） 
 ×100 

【指標の定義】 

・使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表します。 

・法非適用（～R1）と法適用（R2～）で算定式が税込みと税抜き、また、

汚水処理費のうち資本費について、法非適用では元金償還金であったもの

が、法適用では減価償却費に置き換わります。 

【分析の考え方】 
・適切な使用料収入の確保ができているか分析します。100％を下回っている

場合、維持管理費の削減や使用料の適正化が求められます。 

 

 目標となる 100%を下回って

おり、汚水処理費に対して使

用料収入が低いことを表しま

す。類似団体平均を下回って

おり、維持管理費の削減及び

使用料の適正化に努めます。 

 

表 2-13 【経営の健全性・効率性】 汚水処理原価 

⑥汚水処理原価（円） 

 （望ましい向き「↓」） 
＝

 汚水処理費（公費負担分を除く） 

 年間有収水量 
 

【指標の定義】 ・有収水量 1 ㎥あたりについて、どれだけの費用がかかっているかを表します。 

【分析の考え方】 

・明確な数値基準はなく、経年比較や類似団体との比較などを行います。 

・値が高い場合は、投資の効率化や維持管理費の削減といった経営改善が必

要です。 

 

類似団体平均に比べ低

い値となっていますが、施設

の老朽化による維持管理

費及び更新費用の増加が

見込まれるため、引き続き

健全化・効率化を図り、汚

水処理原価の削減に努め

ます。 
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表 2-14 【経営の健全性・効率性】 水洗化率 

⑦水洗化率（％） 

 （望ましい向き「↑」） 
＝

 現在水洗便所設置済人口 

 現在処理区域内人口 
 ×100 

【指標の定義】 
・現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置している人口の割合を

表した指標です。 

【分析の考え方】 

・一般的に数値が 100％未満である場合には、単独処理浄化槽からの転換が

されておらず水質保全の観点から問題が生じる可能性があり、また、使用料の

適正化を図るためにも、水洗化率向上の取組が必要となります。 

 

類似団体平均を上回って

おり、下水道整備と併せて

積極的な接続推進を行った

ことにより、接続率の向上に

つながった結果であるといえ

ます。 
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② 経営の健全性・効率性について 

公共下水道の普及を推進してきたことより、水洗化率は高水準を維持しています。しかしながら、経費

回収率が 100%を下回る水準であり、汚水処理に係る経費を使用料収入で賄うことができない状況と

なっています。また、流動比率も類似団体平均を下回る水準となっていることから、必ずしも健全であると

はいえません。経常収支比率についても、一般会計からの繰入金により一定の水準を維持している点に

注意が必要です。 

一方で、企業債残高対事業規模比率は類似団体平均を下回る水準であり、初期の大規模整備の

財源となった企業債の償還が終了しつつあることから、元金・利息の償還の負担は逓減していくことが見

込まれます。 

令和元年度の決算は、令和 2 年 4 月に地方公営企業法の適用により、3 月末日付で打切り決算

を行っていることから、出納整理期間となる４月から５月分の収入支出が含まれていません。また、令和

2 年度からは地方公営企業法を適用して決算を行っていますので、令和元年度までの決算との比較が

難しい状況にあります。 

 

③ 全体総括 

本市の下水道事業は、整備推進により公共下水道の普及が進んでいるものの、使用料収入で汚水

処理費用を賄うことができておらず、一般会計からの繰入金に頼っています。したがって、本市の下水道

事業の経営健全化を図っていくためには、経費削減や事務改善などの取り組みを強化していくとともに、

将来の費用試算を行い、適正な収入を得るための使用料改定を検討することが重要な課題となります。 

また、新規整備計画への投資が一段落した後は、施設の改築・更新が主な投資となりますが、これは

下水道使用料の増収には結び付きません。この改築・更新投資については、効率的な更新計画とともに、

投資の平準化を図っていく必要があります。
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３ 将来の事業環境 

（１）行政区域内人口の予測 

行政区域内人口の推計は、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）及び「牛

久市人口ビジョン・人口の将来目標」と比較検討し、より実績値に近い「社人研」の推計にて予測してい

ます。 

図 3-1 行政区域内人口予測 

 

 

（２）処理区域内人口の予測 

処理区域内人口は、行政区域内人口の減少率を用いて算出しました。 

図 3-2 行政区域内人口と処理区域内人口予測 

 

実績  予測 

実績  予測 
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（３）有収水量の予測 

有収水量については、処理区域内人口に水洗化率を乗じて水洗化人口を算出し、また、節水機器

の普及などを想定し有収水量を予測しています。 

予測の結果として、計画期間である令和 14 年度の年間有収水量は 6,432 千㎥の見込みとなり、

令和 3 年度実績から 9 割程度まで減少するものと予測しています。 

 

図 3-3 有収水量の予測

 

 

 

（４）使用料収入の見通し 

使用料収入の見通しについては、前述(３)有収水量の予測値に、直近となる令和 3 年度の有収水

量 1 ㎥当たりの使用料収入を乗じて予測を行いました。将来的な人口減少及び節水機器の普及など

により減少する見込みです。 

予測の結果として、令和 3 年度実績の 817 百万円に対し、令和 14 年度の使用料収入は、723

百万円まで減少する見通しとなっています。 

図 3-4 使用料収入の予測 

 

実績  予測 

実績  予測 
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（５）施設の見通し 

本市においては「牛久市公共下水道事業計画」及び「ストックマネジメント計画」を基本として下水道

施設の設置及び改築を進めています。今後は「新規整備」から「維持管理」の段階へ移行することとなり、

緊急性の高い施設を見極め、計画的な改築を推進し、投資の平準化を図っていきます。 

また、近年では全国各地で豪雨などによる水害が頻発し、甚大な被害が発生しています。河川氾濫

などの災害時においても一定の下水道機能を確保し、下水道施設被害による社会的影響を最小限に

抑制するため「耐水化」を検討し、下水道施設浸水対策を実施していきます。 

 

 

（６）組織の見通し 

下水道事業の職員数は、全国的に減少傾向にあり、技術の継承が課題となっています。一方、本市

では、下水道施設の設置及び改築・更新における投資の平準化を図ることにより、現在と同程度の人

員で、技術の継承を行いながら下水道事業を行っていく予定です。今後は、「新規整備」から「維持管

理」の段階へ移行することとなりますので、状況に合わせた組織体制の検討を進めていきます。 
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４ 経営の基本方針 

上位計画である「総合計画」の中で、下水道は「すべての人が快適に暮らせるまちづくり」の基本施設

の一つとして位置付けされています。この基本施設としてサービスを引き続き維持するとともに、前述で整

理した本市の下水道事業の現状と課題及び将来の事業環境を踏まえ、次の項目を基本方針として設

定します。 

 

１ 生活排水・事業用排水の適正な処理の推進 

家庭や事業所の排水に対する監視・指導などにより、下水道施設の保全と水質汚濁の防止を促進

します。 

 

２ 下水道施設の適切な維持管理・更新 

ストックマネジメント計画に基づき、老朽化した下水道施設の計画的な点検・調査及び修繕・改築を

行い、持続的な下水道機能の確保とライフサイクルコストの低減を図ります。また、公営企業として、適

切な使用料対象経費を把握し、料金算定を行うことによって、安定した事業運営を図ります。 

 

３ 集中豪雨などによる浸水被害への対策推進 

雨水管や排水施設の整備を推進し、集中豪雨などによる浸水被害の防止及び下流施設への負担

の軽減を図ります。  
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5 投資･財政計画（収支計画） 

（１）投資計画 

収支計画に反映した取組みとして、下記の事業を実施する予定です。計画期間内の投資額は、総

額として約 52 億円を見込んでいます。 

 

表 5-1 計画期間に実施予定の主な事業 

区分 事業費 地区名 事業内容 

汚水施設 約 28 億円 

みどり野地区ほか 汚水管渠布設、公共桝設置 

刈谷町ほか 汚水管渠改良更新 

岡見ポンプ場ほか ポンプ場地震対策、機械設備更新 

霞ヶ浦常南流域下水道 流域下水道建設負担金 

雨水施設 約 24 億円 
みどり野地区ほか 雨水管渠布設、耐水化 

各地区 マンホールポンプ更新 

 

汚水施設の整備は、「新規整備」から「維持管理」の段階へ移行することとなります。施設の更新工

事については、ストックマネジメント計画に基づいて投資の平準化を図った計画としています。 

雨水施設の整備においては、雨水管理総合計画の策定を行い、浸水被害発生の恐れのある場所を

特定するとともに、効率的な整備を進めていきます。 

 

図 5-2 計画期間の投資計画 
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汚水施設及び雨水施設の投資計画を含めた、有形固定資産の減価償却率は、令和 14 年度では

38%まで進む見込みです。 

 

図 5-3 有形固定資産の減価償却率の予測 
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（２）財政計画 

① 投資計画及び財政目標達成に必要な財源の確保 

投資計画の実施に必要な財源を確保し、「投資試算」と「財源試算」を均衡させるためには、投資の

合理化によって投資費用の圧縮を図るとともに、経営の効率化によって事業運営にかかる経常的なコス

トの削減を図ることが必要となります。 

投資の合理化や経営の効率化を図っても、なお不足する財源を確保するためには、公営企業の独立

採算制を経営の基本原則とすることを踏まえ、料金の見直しや企業債の発行を検討する必要がありま

す。 

 

② 目標設定 

目 標 ・経常収支比率の維持：100％以上（R3 実績 104.57%） 

 経常収支比率は、経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示す

もので、この比率が高いほど経常利益率が高いことを表します。安定的な経営と後

年度における元金償還などの財源を確保するため、黒字の目安となる 100％以

上を目標として設定します。 

 

・経費回収率の改善：100%以上（R3 実績 86.67%） 

 経費回収率は、使用料で回収すべき汚水処理費が使用料収入で賄われてい

るかを示す指標であり、100%以上が望ましい指標です。現状の使用料水準で

は、令和 14 年度には 75%まで低下する見込みとなっています。維持管理費の

削減と適正な使用料水準の検討により 100％以上を目標とし、少なくとも５年に

１回の頻度で、下水道使用料の改定の必要性に関する検証を実施します。 

 

・他会計補助金（基準外繰入金）の削減：0 円（R3 実績 1.3 億円） 

 公営企業の経営は、一般会計が負担すべき経費を除き、公営企業の経営に伴

う収入によって賄う独立採算制である必要があります。しかしながら、使用料収入

だけでは経営が成り立たない状況であることから、他会計補助金を充当し経営し

ています。独立採算制の原則から、使用料にて経費を賄うことができる健全な経

営状態となるよう、他会計補助金（基準外繰入金）を「０円」とすることを目標と

して設定します。 
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③ 財源の推計方法 

【使用料収入】 

使用料収入は、将来的な人口減少及び節水機器の普及などにより減少する見通しとなっています。

これらの課題への対策として、経費削減による改善が考えられますが、本市では効率的な事業運営によ

り汚水処理原価は 150 円を下回っており、更に大幅な経費削減を行うことが困難な状況となっています。 

独立採算制の原則から、使用料にて経費を賄うことができる健全な経営状態となるよう、令和 6 年

度から令和 10 年度の使用料対象経費を 100%回収すると想定した場合の有収水量 1 ㎥当たり使

用料収入に、予測有収水量を乗じて推計しました。 

 

図 5-4 使用料収入の推計 

 

 

【補助金】 

建設改良費の財源として、国等の補助事業を積極的に活用する方針とし、補助金額は補助事業費

の 50%の補助率を見込んで算定しました。 

 

【企業債】 

補助事業及び単独事業として実施する事業の企業債として、起債充当率（90～100％）を基準

として算定しました。 

 

【一般会計繰入金（他会計負担金・補助金）】 

収益的収入については、基準内繰入金として、雨水処理負担金、流域下水道事業債の償還金利

息、不明水の処理に要する経費、高度処理に要する経費などを推測して算定しています。 

資本的収入については、基準内繰入金として、雨水排水施設整備に係る元金償還額の資本費との

差額、流域下水道事業債の元金償還額などを基準として算定しています。 

実績  予測 
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基準外繰入金は、使用料にて経費を賄うことができる健全な経営状態を目標とするため、令和 6 年

度以降は「0 円」としています。 

  

④ その他の推計条件 

【職員給与費】 

令和４年度における担当職員数を基準として、昇給分を見込み算定しています。 

 

【委託料】 

維持管理等の委託料は、直近の見積額に物価上昇率を見込んで算定しています。 

 

【流域下水道維持管理負担金】 

予測有収水量に予測不明水量を加えた処理汚水量に、（1 ㎥当たり38.4 円）を乗じ、基本負担

金を加算して算定しています。 

 

【減価償却費】 

既存資産については、令和３年度末の固定資産台帳を基準として減価償却費を試算しています。 

新規取得資産については、投資計画における建設改良費を取得価額として、取得の翌年度より耐

用年数に応じて減価償却額を算定しています。 

 

【企業債償還金・支払利息】 

既存企業債については、企業債償還予定表より算定しています。 

新規発行債については、資産に応じた条件（期間 40 年据置 5 年、期間 15 年据置 3 年、利率

0.8%）を設定して算定しています。 

 

【その他】 

直近（R3）の実績値及び（R4）の予算を基準として、計画期間で予測される各項目の状況に応

じて算定しています。 
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（３）投資・財政計画（収支計画） 

① 収益的収支 

収益的収入としては、下水道使用料収入や一般会計からの繰入金、国からの補助金に加えて、資

産の減価償却費に含まれる補助金等相当額を収益化する長期前受金戻入があります。 

収益的支出としては、職員給与費、修繕費、委託料、流域下水道維持管理負担金などの経費、

下水道事業債に係る支払利息のほかに、資産の減価償却費があります。 

収益的収支については、使用料収入を令和 6 年度から令和 10 年度の使用料対象経費を 100%

回収することで、一定の純利益が確保できる見込みであり、経常収支比率が 100%を超える水準を維

持する目標としました。ただし、人口減少や節水機器の普及などにより経常収支比率は下降傾向となり

ます。 

 

図 5-5 収益的収支と経常収支比率の推移 
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② 資本的収支 

資本的収入としては、建設改良費の財源である国庫補助金、企業債、受益者負担金、並びに企業

債償還金の財源として一般会計からの繰入金があります。本市においては補助金や企業債の起債は、

建設改良費に比例して増減します。 

資本的支出としては、投資計画において見込んだ建設改良費の他に、企業債償還金があります。企

業債残高については、概ね起債額よりも償還額の方が大きいため、令和 5 年度の 59.8 億円から令和

14 年度には 46.6 億円と約 78%程度まで減少する見込みです。 

 

図 5-6 企業債償還金と企業債残高の推移 

 

資本的収支は、平成初期の大規模整備時に起債した企業債の償還額が減少するため、資本的収

入・支出ともに規模が縮小していきます。各年度で収入額が支出額を下回りますが、減価償却費などの

現金支出を要しない費用により留保された資金により補てんされます。 

 

図 5-7 資本的支出の推移 

 



24 

 

③ 経営の健全性・効率性 

一般会計繰入金は、維持管理費の削減、適正な使用料の徴収及び企業債償還額の減少に伴い

削減され、令和 5 年度では基準内、基準外合わせて 5 億円あったものが、令和 14 年度には 2.4 億

円程度まで減少する見込みです。任意の繰入である基準外繰入金は、令和 6 年度以降は「0 円」とし、

基準内繰入金にて運営することを前提とします。 

 

図 5-8 繰入金の推移 

 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標です。当

該指標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す 100％以上であることが必

要であり、数値が 100％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入により賄われ

ていることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要となります。 

現在の使用料水準では、経費回収率は令和 14 年度には 75%まで低下する見込みとなっています。 

 

図 5-9 経費回収率（改善前） 
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使用料収入を令和 6 年度から令和 10 年度の使用料対象経費を 100％賄える水準とした場合で

も、使用水量の減少に伴い、令和 14 年度の経費回収率は 97％まで低下します。 

 

図 5-10 経費回収率（改善後） 

 

 

 

（４）投資・財政計画の総括 

投資・財政計画により、計画期間（令和 5 年度～令和 14 年度）において、使用料収入は、将来

的な人口減少及び節水機器の普及などにより減少する見通しとなっています。これらの課題への対策と

して、経費削減による改善が考えられますが、現時点では更に大幅な経費削減を行うことが困難な状況

です。 

また、これまで大きな問題にはなっていませんでしたが、管路施設が耐用年数を迎え、老朽化も進んで

いることから、更新が目前に迫っていることは重大な課題です。当面は令和２年度より策定したストックマ

ネジメント計画に沿って、投資と財源の平準化を図りつつ、緊急度の高い重要な施設を優先的に更新し

ていくこととなりますが、今後の調査の結果により必要な投資も変化します。 

下水道の機能を維持するためには、一定の費用が必要となります。持続可能な企業経営を行うため

には、収入の根幹である下水道使用料の在り方についても、使用者にとって過度な負担とならないように

留意しながら見直しを行う必要があります。経営戦略では、使用料収入及び経費回収率の推移を勘案

し、令和 6 年度より使用料を改定する想定としています。 
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図 5-11 収益的収支 
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6 今後の取組み 

（１）投資についての検討状況等 

【広域化・共同化・最適化】 

下水道使用料徴収事務は、茨城県南水道企業団が水道料金の徴収事務と一括して行っています。

これにより、使用者の利便性の向上や事務の効率化を図り、継続して経費削減策の導入の可能性を

探っていきます。   

 

【投資の平準化】 

令和２年度に策定したストックマネジメント計画により、長期的な視点で今後の老朽化状況を考慮

するとともに、リスク評価などにより優先順位付けを行い、点検・調査や修繕・改築といった施設管理を最

適化し、投資の平準化を図ります。 

 

【民間活力の活用（PPP／PFI など）】 

本市では、ポンプ場の維持管理を民間事業者へ委託しており、維持管理の効率化を図っています。

今後は更なる経営の合理化を図るために、他市町村の先進的取組事例の調査を行い、民間活用にお

ける官民のリスク分担や、そのことによる利害得失（リスク及びメリット）を研究すると共に、従来の個別

業務のアウトソーシングから、包括的民間委託への切り替えなど、調査・検討を行います。 

 

【防災・減災対策】 

近年では時間 50 ミリを超える降雨の回数が増加傾向にあるなど、雨の降り方が局地化、集中化、激

甚化しています。河川氾濫などの災害においても一定の下水道機能を確保し、下水道施設被害による

社会的影響を最小限に抑制するため「耐水化」を検討し、下水道施設の浸水対策を実施していきます。 

 

 

（２）財源についての検討状況等 

【使用料】 

老朽化した管路施設の更新を計画的に実施するために投資・財政計画を策定した結果、今後、多

額の事業費が必要となる時期が到来します。健全な事業運営を行うには、財源を確保し収支均衡を図

る必要があるため、中長期的な使用料改定を視野に入れていきます。独立採算制を原則として、使用

料収入による運営体制が構築できるよう、引き続き市民生活への影響に配慮しながら、公平性の高い

適正な料金体系を検討していきます。 
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【資産活用による収入増加の取り組み】 

余剰施設などが発生した場合には、売却や貸付などの資産の有効な活用を検討していきます。 

 

【企業債】 

世代間の負担の公平性に配慮し、企業債の利息と元金償還の負担により経営が圧迫されることのな

いよう計画的な起債を実施します。 

 

 

（３）投資以外の経費についての検討状況等 

【委託料】 

民間への委託業務の内容を随時見直し、包括委託の導入など、円滑かつ適正な業務委託により経

営の効率化を図っていきます。 

 

【修繕費】 

ストックマネジメント計画に基づいた計画的な修繕を行い、トータルコストの削減、支出の平準化に努

めていきます。 

 

【動力費】 

従来よりエネルギーなどの調達手段の比較検討によって経費削減に取り組んでいますが、今後も引き

続き検討していきます。 

 

【職員給与費】 

職員給与費に関しては、技術者や事務員の育成を考慮しつつ、適正な職員数でより良いサービスが

提供できるよう努めていきます。 
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７ 経営戦略の事後検証・改定等に関する事項 

（１）経営戦略の進捗管理 

今回策定した「経営戦略」については今後、ＰＤＣＡサイクル（計画（Plan）―実行（Do）―

評価（Check）―改善（Action））により、投資・財政計画の達成状況について毎年度進捗管理

を行い、目標を達成していない場合は、その原因調査と対策を図り、経営健全化や財源確保に関する

取組に反映させていきます。 

図 7-1 ＰＤＣＡサイクル 

 

 

（２）経営戦略の見直し 

下水道事業の経営戦略は、社会情勢の変化や使用料改定を踏まえて５年毎に見直す方針とし、

次回は令和 9 年度に改定する予定とします。ただし、計画値との大きな乖離が認められた場合には、見

直し時期を待たずに、計画の見直しや再検討を実施します。 

 

図 7-2 経費回収率向上に向けたロードマップ 
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